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ベ
ッ
キ
オ
が
共
若
貨
幣
論
に
於
て
『
現
在
の
債
値
は
過
去
の
債
値
に
依
存
せ
ナ
し
て
傘
ろ
腔
来
の
債
値
に
依
存

す
る
。
』
『
貨
幣
の
憤
値
は
現
在
の
諸
闘
係
か
ら
誘
導
さ
る
べ
き
も
の
で
も
た
け
れ
ば
、
ま
た
過
去
の
詣
闘
係
に
依

存
す
る
も
の
で
も
た
く
、
知
呼
ろ
豚
来
の
謡
闊
係
に
依
存
す
る
』
と
述
べ
、
論
狸
的
に
完
全
に
し
て
且
つ
賞
際
上
の

目
的
に
役
立
つ
が
如
き
學
説
は
、
純
清
事
象
の
凡
ゆ
る
豚
来
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
建
設
し
得
ら
れ

な
い
。
貨
幣
敗
址
説
の
根
本
的
誤
謬
の
如
き
も
、
箪
に
現
在
の
事
情
の
み
に
清
目
し
、
将
来
の
要
素
を
看
過
し
て

ゐ
る
獣
に
存
す
る
。
従
つ
て
吾
人
は
時
の
要
索

(
N
e
i
t
m
o
m
e
n
t
e
)

に
十
二
分
の
考
慮
を
彿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
て
ゐ
る
。

今
ベ
ッ
キ
オ
の
謂
ふ
が
如
く
、
果
し
て
貨
幣
の
債
値
や
危
替
相
場
が
全
く
将
来
の
要
素
の
み
に
依
存
す
る
や
否

や
の
検
討
は
暫
く
措
く
も
、
従
来
の
貨
幣
債
値
論
及
び
腐
替
諧
理
論
、
詳
言
す
れ
ば
貨
幣
数
椛
説
及
び
國
際
貸
借
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踵
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2) G. D. Vecchio, a. a. 0. S. 18. 



今
節
を
別
つ
て
そ
の
概
要
を
述
べ
て
見
や
う
。

説
、
國
際
牧
支
説
乃
至
賭
買
力
平
憤
誅
等
が
、
加
へ
ら
る
ょ
駁
論
に
堪
え
得
ざ
る
大
な
る
原
因
の
―
つ
は
、

此
意
味
に
於
て
信
認
や
豫
見

(
L
a
c
o
n
f
i
a
n
c
e
,
 
les 
P
r
:
v
i
s
i
o
n
s
)

を
強
調
す
る
ア
フ
タ
リ
オ
ン
の
鯰
替
心
理

謳
3

ま
た
支
拙
差
額
の
将
来
の
褻
展
の
豫
見

(
V
o
r
a
u
s
s
i
c
h
t
d
e
r
 k
u
n
f
t
i
g
e
n
 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 
d
e
r
 
Z
a
h
l
u
n
g
s
,
 

b
i
l
a
n
z
)

を
力
諒
す
る
J

ガ
ロ
ー
の
所
説
、
ま
た
賄
来
の
兌
換
の
信
輯

(
V
e
r
t
r
a
u
g
i
n

z
u
k
u
n
f
t
i
g
e
 
E
i
n
l
6
s
1
 

u
3
g
〕
を
麻
唱
す
る
。
ハ
リ
ー
の
鯰
替
理
論
等
は
、
賄
米
の
拒
素
を
考
慮
す
る
黙
に
於
て
、
従
来
の
學
諒
と
は
そ
の
趣

を
〗
哀
に
す
る
が
、
此
等
の
所
説
と
平
行
し
て
照
来
の
要
素
並
に
鍔
替
の
品
質
に
対
し
て
銑
き
批
評
を
下
せ
る
ポ
ー

ズ
の
往
替
判
諭
も
亦
吾
人
に
多
大
の
興
味
を
感
ぜ
し
め
る
。

ポ
ー
ズ
は
ア
フ
タ
リ
オ
ン
の
鰈
替
心
理
設
の
夜
表
と
殆
ん
ど
相
前
後
し
て
、
一
九
二
六
年
経
清
學
評
論
第
四
琥

に
『
賄
買
力
平
憤
詮
と
共
飩
相
』

(
L
a
t
h
e
o
r
i
e
 
d
e
 la 
parite 
d
e
 p
o
u
v
o
i
r
s
 d
'
a
c
h
a
t
 
et 
Jes 
faits)

な
る
題
下

に
、
賄
賀
力
平
憤
諒
が
果
し
て
各
國
に
於
け
る
箆
替
相
場
の
過
去
の
愛
動
を
説
明
し
得
る
や
否
や
を
究
明
せ
ん
と

し
、
先
づ
カ
ッ
セ
ル
の
開
買
力
平
債
説
な
る
も
の
＼
正
確
な
る
思
想
を
姐
恢
し
、
次
に
睛
買
力
平
債
諒
が
ど
れ
程

ま
で
事
質
に
依
つ
て
肯
定
又
は
否
定
せ
ら
る
ヽ
か
を
質
證
的
に
研
究
し
、
最
後
に
賭
買
力
平
憤
説
の
脈
史
的
起
源

を
探
究
し
て
ゐ
る
。

来
の
要
素
を
看
過
し
て
ゐ
る
黙
に
存
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
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カ
ッ
セ
ル
は
共
署
害
『
一
九
一
四
年
以
後
の
代
幣
及
び
銹
訣
11
』
に
於
て
、
枇
昇
大
戦
の
結
呆
は
殆
ん
ど
凡
て
ひ

闊
の
貨
幣
制
度
を
混
猟
に
餡
れ
、
凡
て
の
同
に
通
貨
の
膨
脹
を
惹
起
し
た
と
い
ふ
諒
明
に
全
力
を
傾
中
し
た
る

後
、
こ
の
通
貨
膨
脹
は
二
つ
の
軍
要
な
る
結
果
、
即
ち
第
一
に
避
け
が
た
き
物
債
の
騰
貨
、
第
一
伝
に
金
本
位
の
拗

炉
を
惹
起
し
た
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。

こ
の
通
貨
膨
脹
の
第
二
の
結
果
た
る
金
本
位
の
質
際
的
放
砲
は
、
銀
行
券
の
性
質
を
完
全
に
焚
化
せ
し
め
、
銀
行

券
は
事
質
上
最
吊
何
等
の
質
質
的
債
値
を
有
せ
ざ
る
箪
な
る
支
挑
手
段
と
な
っ
た
。
従
つ
て
今
日
兌
換
券
の
倍
値

を
決
定
す
る
も
の
は
、

の
賭
買
力
で
あ
る
。

四
二
七

第

二

披

一
定
祉
の
金
と
引
換
へ
得
る
力
で
は
た
く
し
て
、
若
干
早見
の
財
貨
を
獲
得
す
る
力
即
ち
そ

斯
の
如
く
通
貨
膨
脹
の
結
果
は
、
菅
に
兌
換
券
の
債
値
を
下
落
せ
し
め
、
物
債
の
腕
費
を
惹
起
し
た
の
み
た
ら

こ
の
事
貨
か
ら
し
て
、
従
来
全
く
金
本
位
と
い
ふ
共
通
の
特
質
を
示
し
て
ゐ
た
各
國
の
貨
幣
は
、
裔
品
と
の

交
換
、
換
言
す
れ
ば
、
賄
買
力
を
持
つ
と
い
ふ
以
外
に
は
何
等
の
述
靱
を
も
布
せ
ざ
る
に
至

っ
た
。
そ
の
結
果
、

ボ
ー
ズ
の
位
替
理
論

す
、
兌
換
券
か
ら
金
の
基
礎
を
奪
ひ
去
つ
て
し
ま
っ
た
。
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＿
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そ
の
賭
買
力
平
憤
を
中
心
に
動
揺
す
る
。

第

三

巻

岱
替
市
場
に
非
常
な
勁
揺
と
混
氣
と
を
激
成
し
た
。
そ
れ
は
酋
杵
市
場
が
事
宜
上
、
我
々
の
静
的
憤
格
と
呼
ぶ
も

の
を
、
換
言
す
れ
ば
現
質
の
債
格
の
雙
励
の
中
心
た
る
べ
き
正
常
債
格
を
失
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。

云
へ
ば
、
最
早
本
位
相
互
間
に
金
腸
的
平
債

(]e
pair 

m
 
~
t
a
l
l
i
q
u
e
)

が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

； 
一
言
に
し
て

金
が
事
質
上
流
通
し
な
く
な
れ
ば
、
筏
替
相
場
は
そ
の
規
制
者
を
失
っ
て
、
そ
の
愛
勁
が
不
規
則
と
な
る
の
は

常
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
這
箇
の
消
息
を
充
分
に
把
掴
し
て
ゐ
な
い
人
々
に
は
、
長
い
間
鯰
替
相
場
の
混
飢
は
一
時

的
の
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
然
し
な
が
ら
金
本
位
が
扱
応
せ
ら
れ
た
る
時
、
建
設
さ
れ
る
も
の
は
全
く
新

ら
し
き
瑾
物
の
朕
態
で
あ
り
、
創
述
せ
ら
れ
る
も
の
は
全
く
新
し
き
均
衡
で
あ
り
、
且
つ
金
本
位
の
恢
復
が
質
現

せ
ら
れ
ざ
る
限
り
、
奮
時
の
均
衡
に
復
版
し
難
い
こ
と
を
看
取
し
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
金
腸
的
平
債
を

lE
常
た
る

も
の
と
考
ふ
る
人
々
に
と
つ
て
は
、
い
用
紙
幣
の
貧
枠
市
場
は
不
規
則
的
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
常
憤
格
が
存
在

し
な
い
と
思
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
金
局
的
平
債
の
代
り
に
肌
買
力
が
正
常
た
る
も
の
と
な
っ
て
、
餃
杵
相
場
は

金
本
位
の
下
に
於
て
、
鍔
替
相
場
が
夫
々
の
金
の
輩
目
に
應
じ
て
決
定
さ
れ
る
と
団
様
に
、
購
買
力
を
布
す
る

と
云
ふ
黙
に
の
み
共
通
性
を
行
っ
貨
幣
に
取
り
て
は
、
筏
林
相
場
は
犬
々
の
購
買
力
に
應
じ
て
、
即
ち
鈷
局
は
本

國
に
於
け
る
物
憤
水
準
に
於
て
決
定
さ
れ
る
。
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伐
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論
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若
干
國
に
於
け
る
事
賀
上
の
為
替
相
場
と
購
買

力
平
債
と
の
比
較
研
究

取
引
が
純
粋
な
る
伯
用
紙
幣
を
封
象
と
す
る
鯰
枠
市
場
に
於
け
る
正
常
債
格
を
、
物
債
水
準
か
ら
推
邸
す
る
こ

と
は
左
程
困
難
で
は
な
い
。
例
へ
ば
A
及
び
B
の
二
國
間
に
自
由
貿
易
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
仮
定
し
や
う
。
若
し
A

國
に
却
貨
膨
脹
が
起
る
と
き
は
、
貨
幣
の
開
買
力
は
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
A
國
の
貨
幣
債
値
は
B
固
に
於

て
は
必
然
的
に
低
下
す
る
。
而
し
て
貨
幣
の
闊
買
力
の
減
少
は
、
通
貨
膨
販
の
割
合
に
正
比
例
す
る
が
故
に
、

『
二
固
の
貨
幣
が
加
貨
膨
脹
の
釘
象
と
な
る
と
き
は
、
筏
特
の
正
常
相
場
は
以
前
の
相
場
に
乗
す
る
に
一
國
に
於

け
る
泊
貨
の
膨
眼
程
度
を
他
國
の
膨
胆
程
度
で
除
し
た
商
を
以
て
し
た
も
の
に
等
し
い
』
と
言
ぴ
得
る
。

以
上
は
極
め
て
簡
堺
で
は
あ
る
が
、

ポ
ー
ズ
の
銹
替
理
論

カ
ッ
セ
ル
の
主
唱
す
る
睛
買
力
平
債
説
の
概
要
で
あ
る
。

此
研
究
は
、
國
際
芳
拗
局
の
生
究
に
闘
す
る
調
査
の
第
三
巻
に
於
て
疲
表
せ
ら
れ
た
る
統
計
及
び
曲
線
に
採

る
。
こ
れ
は
一
九
一
四
年
よ
り
一
九
二
三
年
に
至
る
迄
の
諧
國
に
於
け
る
ド
ル
に
依
つ
て
逹
成
せ
ら
れ
た
る
事
質

上
の
相
場
と
、
他
方
に
於
て
は
同
期
間
に
於
け
る
賄
買
力
平
慣
と
を
討
照
せ
る
一
系
列
の
肌
線
と
岡
表
と
を
含
む
。

此
の
調
杏
の
編
纂
者
は
、
購
買
力
平
債
を
計
算
す
る
腐
に
考
察
せ
る
各
國
に
於
て
、
彼
等
が
調
究
せ
る
債
格
の

第

三

巻

： 
(6) G. Cassel, Money and Foreign Exchange after 1914, p. 140 



う。

ボ
ー
ズ
の
岱
杵
現
論

第
一
一
一
巻

一
般
的
指
数
の
何
た
る
か
を
正
確
に
認
識
せ
し
む
る
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
。

材
料
の
選
探
に
就
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
｀

『
生
荘
調
在
』
（
同
際
努
働
局
の
統
計
）
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
る
敷

字
は
、
』
九
一
四
年
よ
り
一
九
一
八
年
に
至
る
迄
は
年
々
の
平
均
数
に
非
中
し
て
、

十
二
月
の
平
均
敷
で
あ
り
、

一
九
一
九
年
よ
り
一
九
二
三
年
（
を
含
む
）
迄
に
就
い
て
は
、
各
一
ニ
ケ
月
の
平
均
で
は
な
く
し
て
、

三
ヶ
月
の
最

後
の
月
の
平
均
（
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十
二
月
）
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
リ

乍
俳
、
吾
人
が
研
究
し
た
る
若
干
の
質
證
に
依
れ
ば
、
得
ら
れ
た
結
果
は
此
の
堺
貨
に
依
つ
て
杢
め
ら
れ
て
は

ゐ
な
い
様
に
息
は
れ
る
。

逸
と
、
戦
喰
に
参
加
し
な
か
っ
た
固
の
代
表
的
な
も
の
と
恩
は
れ
る
他
の
二
國
即
ち
西
班
牙
及
び
瑞
典
を
研
究
の

封
象
と
し
た
。

戦
乍
巾
と
戦
{Jr
後
と
の
二
つ
の
時
期
に
別
ち
て
、
ド
ル
曲
線
と
間
買
力
平
憤
曲
線
と
を
比
校
研
究
し
て
見
や

第
一
闘
表
、
ド
ル
の
相
場
と
購
買
力
平
憤
と
の
比
較
曲
線

生
疫
に
闘
す
る
調
杏
報
告
の
あ
る
請
國
の
う
ち
で
、

主
な
る
交
戦
圃
即
ち
、
佛
繭
四
、
英
固
、
伊
太
利
、
獨

四―
―-0

第

二

蹴

二
―
四



Figure I. -Courbes Comparees des cours du dollar 
et de la parite'des pouvoirs d'achat. 
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Figure R. -Courbe des rapports entre Jes cours du dollar 
et de la parite des pouvo:rs d'achat. 
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吾
人
は
腐
替
の
仙
線
と
賭
買
力
平
債
の
曲
線
と
の
間
の
乖
離
が
何
の
程
疫
ま
で
増
大
し
た
か
を
明
か
に
し
た
い

、
、
、
、
、
、
、
、

p
a
r
i
t
e

ー
ー
ー
ー
—
,
｝

c
h
a
n
g
e
 

と
恩
ふ
。
そ
の
た
め
に
、
平
債
と
箆
替
と
の
比

(
r
a
p
p
o
r
t
s

三
に
封
し
て
九
九
）

若
し
吾
人
が
前
掲
の
曲
線
を
似
す
る
と
き
、
平
債
曲
線
は
常
に
ド
ル
曲
線
の
上
位
に
在
る
。
従
つ
て
問
題
に

せ
ら
れ
て
ゐ
る
凡
て
の
同
に
於
て
、
貨
幣
の
野
外
的
下
落
は
そ
の
釘
内
的
下
落
よ
り
も
劣
つ
て
ゐ
た
J

ば
、
西
班
牙
に
於
て
は
二
鼎
線
の
乖
離
が
最
も
僅
少
で
あ
っ
て
、
一
九
こ
九
年
に
は
ド
ル
は
賭
買
力
平
債
以
下

一
九

一
六
年
に
は
ー
9

を、

一
九
一
七
年
に
は

61101を、

一
九
一
八
年
に
は

100
を
維
持
し
て
ゐ
る
。

伍
を、

22 

唯
獨
逸
に
於
て
は
、
期
買
力
平
憤
は
一
九
一
叫
年
及
び
一
九
一
五
年
に
於
て
、
ド
ル
の
相
場
以
上
で
あ
っ
た
。

(
i
O
八
に
封
し
て

―
二
七
、

二
云
四
に
対
し
て
―
二
五
）
共
後
一
九
一
六
年
に
は
そ
の
下
に
降
つ
て
ゐ
る
。
（
一

戦
平
中
は
ド
ル
と
購
買
力
平
憤
と
は
決
し
て
一
致
し
た
か
っ
た
。

の
時
代
で
あ
っ
た
。

戦
年
中
は
、
獨
逸
を
除
く
凡
て
の
國
に
就
い
て
は
、
ド
ル
鼎
線
と
購
買
力
平
債
曲
線
と
の
間
の
完
全
た
る
乖
離

ヘ
---
ヽ

戦

峠
ー
ズ
の
伐
替
理
論

年

中

第
一
―
―
巻

を
敗
け
た
。

第
二
表
に
於
て
考
察
せ
ら
る

ー：
1

ヽ

化
—
-
＿
ブ

第

二

跛

例
ヘ

二―

-oJ



力
平
憤
説
を
裂
し
得
る
に
足
ら
な
い
と
考
へ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

望
te
d
e
s
 po
u
voir d
、c
h
a
t)

c
h
a
n
g
e
 

一
九
一
四
年
の
十
二
月
に

一
・
一
七
で
あ
っ
た
平
債
と
為
替
と
の
比
は
(
1e
q
u
o
t
i
e
n
t
 

一
九
一
八
年＇
十二
月
に
は
0
•

六
三
に
下
降
し
た
。
こ
の
明
瞭
な
る
乖
離
は
、
購
買
力
平
惜
説
の
失
敗
を
示
す
も

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
勿
論
交
戦
國
に
就
い
て
は
経
溝
法
則
が
自
山
に
行
は
れ
得
な
い
か
ら
、

ギ
ー
ズ
の
鯰
替
理
論

獨
逸
は
唯
一
の
例
外
國
で
あ
る
。

で
ゐ
る
。

最
後
に
西
班
牙
は
一
九
一
四
年
の
十
二
月
に
於
け
る
一
よ
b‘

て
ゐ
る
。

は、

一
よ
り

一
e

一
五
及
び
一
・
ニ
六
に
移
り
た
る
後

さ
な
い
と
し
て
も
、

1-卜]
吋
一＿l

第

二

跛

一
九

一
八
年
の
十
二
月
に
は

一。――

i
O
に
進
ん

一
九
一
八
年
の
十
一

一月
に
は
再
び
一
.
0
1
1
一
に
減
少
し

月
に
は

一
・
九
六
に
増
加
し
た
る
を
認
め
る
で
あ
ら
う
。
伊
太
利
に
於
て
は
、
そ
の
漿
勁
が
詞
様
の

lE
確
さ
を
示

そ
の
商
は
同
一
期
に
於
て
一
•
O
九
よ
り
一
°
六
―
―
一
に
進
ん
で
ゐ
る

リ

佛
闇
西
に
於
て
は
、

-
.
0九
よ
り
一
。
六
七
に
進
み
、
英
國
に
於
て
は
一
九
一
五
年
十
一

一
月
よ
り
一
九
一
六
年
の
十
二
月
に
於
て

瑞
典
に
就
い
て
は
こ
の
商
は
断
へ
す
増
加
し
て

i
六
ケ
固
に
就
い
て
の
商
の
曲
線
を
見
や
う
。

第

三

巻

こ
の
失
敗
は
睛
買ご

一
九
一
四
年
の
十
二
月
の
一

・
一
六
よ
り
i

九

一
八
年
十



鯰
替
の
鼎
線
が
、
佛
附
西
に
於
て
賄
買
力
平
債
曲
線
の
上
に
昇
っ
た
の
は

四
及
び
西
班
牙
に
於
て
は
常
に
そ
の
下
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
。

年
の
間
に
は
、
附
曲
線
の
髪
動
は
、

一
九
一
九
年
中
は
近
接
し
、

て
特
に
諦
掠
と
な
る
は
此
の
時
代
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

病

r‘
ス
の
館
替
理
論

（
二
）
戦

一
九
一
九
年
の
終
り
の
竺
ケ
日
間

一
九
二
二
年
の
終
り
に
至
る
迄
袷
ん
ど
lE
確
に

一
九
一
九
年
ー
_
―
九

す
る
か
。
此
の
勘
に
就
い
て
は
賄
買
力
平
債
説
論
者
の
説
明
を
待
っ
を
正
裳
と
す
る
。

>:

然
ら
ば
中
立
國
に
就
て
は
如
何
。
例
へ
ば
瑞
典
の
如
き
固
に
於
て
は
こ
の
二
曲
線
の
乖
離
運
動
を
如
何
に
説
明

こ
の
時
期
に
於
て
は
、
経
清
法
則
の
自
由
た
る
活
動
を
妨
げ
た
障
害
は
泊
滅
し
た
。
そ
れ
故
に
、
吾
人
は
戦
争
直

後
の
数
年
間
に
於
け
る
曲
線
の
朕
態
を
極
め
て
詳
細
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
5

盆
し
吾
人
の
研
究
題
目
に
於

曲
線
の
最
初
の
概
括
的
研
究
は
、
次
の
如
き
賓
證
に
導
く
。
即
ち
瑞
典
に
於
て
は
、
平
俯
曲
線
は
一
九
ニ
―
―
一
年

に
至
る
迄
は
騎
へ
す
ド
ル
曲
線
の
上
に
留
り
、
ド
ル
曲
線
が
殆
ん
ど
水
平
を
保
ち
つ
4
購
買
力
平
債
曲
線
が
僅
か

に
そ
の
周
刷
を
動
揺
す
る
の
を
見
る
の
は
、
漸
<
-
九
二
三
年
の
終
り
頃
で
あ
る
。

平
行
し
、
千
憤
血
線
が
ド
ル
間
線
と
結
合
す
る
の
は
僅
か
に
一
九
二
二
年
の
最
後
の
三
ヶ
月
で
あ
る
。

若
し
瑞
典
に
於
て
購
買
力
平
債
が
殆
ん
ど
常
に
ド
ル
の
館
質
の
相
場
の
上
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
佛
闇

争：

後

第
一
二
巻
四
一
二
八

第

二

猿



ゐ
る
。

る。
獨
逸
に
於
て
も
亦
同
じ
こ
と
が
證
明
さ
れ
る
。

九
二
二
年
の
一
時
期
を
例
外
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

で
あ
っ
て
、

第

二

披

一
九
一
九
年
の
終
り
か
ら
一
九
ニ
―
―
一
年
の
終
り
迄
微
絞
し
て

一
九
二
三
年
中
の
極
め
て
短
期
間
を
除
い
て
は
斯
ヘ
・
で
そ
こ
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
。

此
虐
に
も
吾
人
が
見
出
す
の
は
寒
ろ
二
曲
線
の
平
行
で
あ
る
。

西
班
牙
に
於
て
は
一
九
二

0
年
の
第
二
の
三
ヶ
月
の
終
り
に
は
．
平
債
曲
線
は
ド
ル
曲
線
の
下
に
あ
り
、
唯
]

此
虚
に
も
尚
、
期
間
の
大
部
分
に
於
て
二
曲
線
の
平
行
若
く
は
乖
離
の
闘
係
を
認
め
る
。

伊
太
利
は
こ
府
複
雅
で
あ
っ
て
、

此
虞
で
は
一
九
一
九
年
の
弟
四
の
三
ヶ
月
と
、

ヶ
月
間
に
ド
ル
は
断
へ
中
購
買
力
平
債
の
上
に
留
ま
り
、
且
つ
二
曲
線
の
髪
動
は
殆
ん
ど
正
確
に
平
行
し
て
ゐ

然
し
「
九
ニ
一
年
の
第
一
一
一
の
一
一
一
ヶ
月
の
終
り
に
於
て
は
、
附
曲
線
は
互
に
相
重
り
屎
々
交
叉
す
る
。

最
後
に
英
國
に
於
て
は
、

ボ
ー
ズ
の
餞
替
理
論

こ
の
重
な
り
合
ぴ
は
、

か
く
て
、
考
察
せ
ら
れ
た
る
語
固
に
就
い
て
の
二
曲
線
の
概
括
的
研
究
は
、
吾
人
を
次
の
結
論
に
導
く
。
即

ち
戦
奇
後
の
時
期
を
通
じ
て
、
為
替
と
平
憤
と
の
一
致
を
示
さ
な
い
の
は
ロ
ハ
獨
逸
一
國
の
み
で
あ
る
。

第

三

巻

四＝―
-九 一

九
二
i

年
の
第
三
の



後、
瑞
典
、
佛
闇
西
、
西
班
牙
の
一
二
國
に
於
て

は
極
め
て
例
外
的
に
そ
れ
を
示
し
、
唯
僅
か
に
伊
太
利
、
特
に
英
國

の
二
國
に
於
て
は
、
可
成
頻
繁
な
る
一
致
の
あ
っ
た
こ
と
が
證
明
さ
れ
る
。

吾
人
は
こ
の
結
論
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
研
究
を
一
肝
深
め
、
此
等
の
諸
國
に
於
け
る
戦
宇
後
の
時
期
に

一
九
二
二
年
の
三
月
に
至
っ

て
漸

<
-
.
0
一
と
な
り
、
そ
れ
以
来
断
へ
す
一
の
周
固
を
動
揺
し
つ
ゞ
け
て
ゐ

佛
繭
西
に
於
て
は
、
そ
の
比
は
一
九
ニ
―
年
六
月
に
は
一
・
ニ
九
で
あ
っ
た
が
、
九
月
に
は
一
．

0
六
に
、
十

二
月
に
は
0
•

八
九
に
降
っ
た
。
爾
来
、
そ
れ
は
断
へ
す
一
以
下
に
止
ま
b
、
例
外
と
し
て
一
九
二
二
年
の
竺
月

極
め
て
一
に

(
0
・
九
jL)
近
付
い
て
ゐ
る
。
然
し
、
十
二
月
に
は
再
び

0
．
七
七
に
降
っ
た
。

獨
逸
に
於
け
る
購
買
力
平
偵
と
ド
ル
の
相
場
と
の
比
は
、
ー
一
九
一
九
年
十
二
月
に0•

11
10
に
下
降
し
た
る

一
九
二
二
年
の
終
り
に
至
る
迄
0
•
五
0
の
周
園
を
動
揺
し

続
け
た
。
然
し
一
九
二
三
年
の
弟
二
の
一
ニ
ケ
月

西
班
牙
に
於
て
は
、
此
の
比
は
断
へ
す
一
以
下
に
留
ま
っ
た
。
乍
併、

一
九
二

二
年
の
最
切
の
一ニ
ケ
月
間
は

に
一
・

0
1
に
逹
し
た
が
、

一
九
二
＝
―
一
年
の
十
二
月
に
は
再
び
〇
。

八
九
に
降
っ
た
。

る。
先
づ
瑞
典
に
於
て
は
、
そ
の
比
は
断
へ
す
一
以
上
に
留
ま
り
、

於
け
る
購
買
力
平
憤
と
ド

ル
相
場
と
の
比
を
討
究
し
て
見
や
う
。

ボ
ー
ズ

の
岱
替
理
論

一
九
ニ
一
年
の
三
月
に
は
一
．
―

-八
に
迄
逹
し

第

三

巻

四

四

〇

第

二

猿

ニ
ニ

四



通
じ
て
、
此
の
比
は
明
か
に
一
以
下
で
あ
る
。

四
四

第

二

競

一
九
二

0
年
の
十
二
月
に
は
一
・

0
 
1

で
あ
り
、
共
後
は
多
少
の

一
九
一
九
年
の
切
め
よ
り
、

一
九
二

0
年
の
第
二
の
一ニ
ケ
月
に
至
る
第
一
期
を

の
終
り
に
於
て
、
六
月
の

0
.
―
―
ニ
ニ
よ
り
九
月
の

0
.
0
0
0
四
に
暴
落
し
て
ゐ
る
。
然
し
貨
幣
の
安
定
人
丑
ハ
に

間
も
な
く
上
腕
し
て
擦
準
近
邊
に
逹
し
、

人
或
は
獨
逸
の
場
合
は
病
的
で
あ
る
と
考
へ
ら
る
＼
が
故
に
こ
の
獨
逸
の
例
を
引
合
に
出
す
こ
と
は
如

然
し
病
的
欣
態
の
観
察
が
特
に
必
要
た
場
合
が
あ
る
。
藍
し
正
常
時
に
於
て

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
購
買
力
平
憤
と
ド
ル
の
餌
宵
の
相
場
と
の
間
の
乖
離
は
、
獨
逸
に
於
て
は
一
九
ご
九
年
・

の
第
二
の
一
一
一
ヶ
月
と
一
九
二
三
年
の
終
り
と
の
間
に
於
て
著
し
い
。

既
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
伊
太
利
の
曲
線
か
ら
生
す
る
も
の
は
甚
だ
不
分
明
で
あ
る
が
、
若
し
平
債
と
ド
ル
と

の
比
の
研
究
に
依
つ
て
明
確
た
ら
し
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
戦
後
の
伊
太
利
を
二
つ
の
時
期
に
園
別
す
る
必
要
あ

る
こ
と
を
認
見
す
る
で
あ
ら
う
。

開
き
を
以
て
一
の
前
後
を
動
揺
し
て
ゐ
る
。

英
國
に
就
い
て
も
亦
同
様
に
論
ぜ
ら
る
ー
で
あ
ら
う
。
然
し
英
國
に
在
り
て
は
、
そ
の
比
が
一
の
前
後
を
動
揺

る。

ボ
ー
ズ
の
鯰
替
理
論

第

三

巻

ニ
ニ
五

は
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
若
干
の
原
因
が
、

特
に
目
立
つ
て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ

何
か
と
思
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
九
二
三
年
の
終
り
に
は
0
•
八
二
迄
上
聡
し
て
ゐ
る
。



ボ
ー
ズ
の
岱
替
理
論

す
る
の
は
一
九
一
八
年
以
後
の
こ
と
て
あ
る
。

三
月
に
は
一
・
一
九
に
上
昇
し
た
が
、
九
月
に
は
一
に
迄
漸
減
的
に
下
降
し
、

終
り
迄
は
或
は
一
以
上
に
或
は
一
以
下
に
動
揺
し
て
ゐ
る
。

若
し
我
々
が
戦
後
の
時
期
に
就
い
て
な
せ
る
質
證
的
研
究
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
次
の
如
き
結
論
に
逹
す
る
で

あ
ら
う
。
即
ち
勿
諭
獨
逸
を
除
外
し
て
、
戦
時
に
於
て
は
ド
ル
曲
線
と
平
債
曲
線
と
は
交
叉
し
な
か
っ
た
に
拘

は
ら
ず
、
雨
曲
線
は
時
と
し
て
は
一
致
し
た
。

然
し
大
多
数
の
同
に
就
い
て
此
の
時
期
の
大
部
分
に
於
て
は
、
二
曲
線
は
一
般
に
は
出
會
つ
て
は
ゐ
た
い
。
尤

も
凧
々
附
者
の
髪
動
が
（
時
と
し
て
附
者
が
乖
離
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）
平
行
的
で
あ
っ
た
。

し
て
ゐ
る
。

二
鼎
線
の
軍
な
り
合
ひ
を
示
す
の
は
、
僅
か
に
英
國
と
一
九
二

0
年
以
径
に
於
け
る
伊
太
利
の
二
國
の
み
で
あ

二
つ
の
曲
線
が
極
め
て
例
外
的
に
の
み
一
致
す
る
と
言
ふ
事
賓
か
ら
、

ド
ル
の
相
場
と
の
比
が
極
め
て
例
外
的
に
の
み
一
に
等
し
く
な
る
と
い
ふ
事
質
か
ら
、
我
々
は
購
買
力
平
倍
説
は

る。
乍
併
、
極
あ
て
稀
に
は
購
買
力
平
債
と
ド
ル
の
相
場
と
の
比
が
、

i

肘
正
礁
に
言
へ
ば
、
睛
賀
力
平
伯
と

一
に
逹
す
る
が
如
き
夙
に
、
附
曲
線
が
接
近

一
九
二

0
年
よ
り
一
九
ニ
―
―
一
年
の

一
九
一
八
年
の
十
二
月
に
は
一
．

0-―一で
あ
り
、

第

三

巻

四
四

一
九
一
九
年
の

第

二

就

1

1

―一六



と、 誤
れ
り
と
推
論
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
否
な
、
そ
れ
は
少
し
く
早
計
に
過
ぎ
る
で
あ
ら
う
e

所
謂
不
規
則
的
な
腐
替
市
場

(
m
a
r
c
h
e
d
e
s
 c
h
a
n
g
e
s
 <lit
s
 e
r
r
a
t
i
q
u
e
s
)
 

第

二

就

に
於
け
る
正
常
債
格
は
購
買
力
平

吾
人
は
全
く
箪
純
に
凡
て
の
正
常
憤
格
に
於
け
る
が
如
く
、
購
買
力
平
債
は
市
場
に
於
て
一
定
時
に
活
動
し
つ

＼
あ
る
続
演
力
の
平
衡
に
相
應
す
る
酋
替
の
相
場
で
あ
る
。
従
っ
て
若
し
伐
杵
が
購
買
力
平
債
か
ら
乖
離
す
る
な

ら
ば
、
此
の
學
説
に
従
へ
ば
平
憤
に
復
飩
せ
ん
と
す
る
力
が
慟
く
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
故

に
こ
の
平
憤
説
に
有
利
な
る
推
定
は
、
賭
買
力
平
債
と
ド
ル
の
相
場
と
の
比
が
斯
へ
す
一
に
近
辿
せ
ん
と
す
る
傾

向
あ
る
や
否
や
に
存
す
る
。
然
し
た
が
ら
こ
れ
は
ほ
ん
の
推
定
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
特
に
こ
の
黙

を
強
調
し
た
い
と
思
ふ
。

蓋
し
、
比
が
断
へ
す

一
に
近
迫
せ
る
傾
向
あ
り
と
し
て
も
、

そ
れ
は
購
買
力
平
債
が
ド
ル
に
及
ぼ
す
引
力
の
作

用
で
あ
っ
て
、
逆
に
ド
ル
が
肪
買
力
平
債
の
上
に
及
ぼ
す
引
力
で
な
い
云
ふ
こ
と
を
諒
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

然
る
に
比
が
一
に
向
つ
て
近
迫
す
る
傾
向
あ
り
と
言
ぴ
得
る
の
は
、
僅
か
に
一
九

一
九
年
以
降
に
於
け
る
英
國

一
九
二

0
年
以
降
に
於
け
る
伊
太
利
に
就
い
て
の
み
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ら
う
。

ポ
ー
ズ
の
総
替
理
論

憤
で
あ
る
と
断
す
る
と
き
、
人
は
何
を
主
張
す
る
で
あ
げ
う
か。

第

三

巻

四
四

三

ニ
ニ
七



靡
、
研
究
せ
ら
れ
た
る
二
因
子
の
焚
化
の
強
度
に
怯
つ
て
、

こ
と
が
吾
人
に
茂
さ
れ
て
ゐ
る
。

ポ
ー
ズ
の
総
替
理
論

第
一
一一
巻

ニ
ニ
八

此
の
種
の
髪
動
が
、
佛
蘭
酉
、
西
班
牙
、
或
は
獨
逸
に
在
っ
た
と
は
主
張
し
得
た
い
で
あ
ら
う
。
且
つ
瑞
典
に

於
て
か
4

る
髪
動
が
再
起
し
得
た
の
は
、
僅
か
に
了
九
二
竺
年
に
於
け
る
ク
ロ
ー
ネ
ー
の
安
定
以
後
の
こ
と
で
あ

る。
以
ー
の
如
き
こ
と
は
、
吾
人
が
賄
買
力
平
憤
説
に
似
を
撻
く
上
に
あ
ま
り
役
立
た
ぬ
。
吾
人
は
唯
購
買
力
干
債

説
に
有
利
な
る
推
定
を
創
造
す
る
と
恩
は
れ
る
場
合
の
み
に
、
而
し
て
殊
に
一
九
一
九
年
よ
り
一
九
ニ
―二
年
迄
購

買
力
平
債
と
ド
ル
の
相
場
と
の
比
が
一
の
上
下
を
動
揺
せ
り
と
考
へ
ら
れ
る
英
國
の
場
合
の
み
に
限
る
こ
と
＼
し

吾
人
が
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
購
買
力
平
憤
設
が
英
國
に
於
て
貨
證
せ
ら
る
ヽ
が
稔
に
は
、
賠
買
JJ
千
債
が

ド
ル
を
引
き
付
け
た
の
で
あ
っ
て
、
ド
ル
が
購
買
力
平
債
を
引
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
證
明
す
る

か
4

る
證
明
は
、
ド
ル
曲
線
と
睛
買
力
平
憤
曲
線
と
の
研
究
の
み
に
依
る
と
き
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
-

ー
つ
の
指
数
が
典
へ
ら
れ
得
る
。
即
ち
若
し
B

因
子
の
焚
勁
が
他
の
A
因
子
の
焚
動
か
ら
生
づ
る
な
ら
ば
、

B
の
髪
動
は
そ
の
妍
度
に
於
て
、

A
の
髪
動
に
劣
る

も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
や
う
。

や
う
。

四
四
四

第

二

輩



と
を
、
明
か
に
自
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
の
如
く
最
も
甚
だ
し
い
菱
動
の
対
象
と
な
る
の
は
危
替
で
あ
る
。

は

d
1
1
1
0
.
0
6
を
焚
見
す
る
で
あ
ら
う
。

．．．． 
｀
 

か
く
の
如
く
箆
替
の
振
幅

(
a
m
p
l
i
t
u
d
e
)

第

三

巻

四

四

五

第

二

駿

t
y
p
e
 
a
 Ia 
m
o
y
e
n
n
e
)

を
計
算
す
る
た
ら
ば
、
ド
ル
の
相
場
に
就
い
て
は

d
1
1
1
2
.
2
8

賄
賀
力
平
債
に
就
い
て

は
販
買
力
平
偵
の
振
幅
を
凌
駕
す
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
英
副

人
或
は
戦
時
は
例
外
で
あ
る
か
ら
除
外
す
可
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
り
、
戦
時
を
除
外
し

て
戦
争
後
の
年
時
の
み
に
就
い
て
見
る
も
、
為
替
に
就
い
て
は

d
1
1
1
1
.
2
8
を
、
購
買
力
平
債
に
就
い
て
は
九
・

九
八
な
る
こ
と
を
疲
見
し
た
。

か
L
る
事
質
か
ら
観
れ
ば
、
腐
替
に
依
つ
て
條
件
つ
け
ら
れ
る
も
の
は
賄
買
力
の
平
債
で
あ
っ
て
、

は
な
い
と
断
中
る
の
が
一
粁
論
理
的
で
は
た
か
ら
う
か
。
且
つ
叉
考
察
し
た
る
多
く
に
就
い
て
、
曲
線
の
一
般
的

歩
み
は
、
購
買
力
平
債
を
引
斉
奇
せ
た
出
の
は
腐
替
で
あ
る
と
云
ふ
断
案
に
逝
か
に
有
利
の
や
う
に
思
は
れ
る
こ

第
替
の
愛
動
（
廊
迫
）

示
ー
ズ
の
伐
替
理
論

(
a
 c
h
a
q
u
e
 p
o
u
s
s
i
e
 
d
e
s
 c
h
a
n
g
e
s
)
 ~
~
に
、

に
就
い
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

そ
の
逆
で

こ
れ
に
相
應
す
る
逝
か
に
弱
い
平
債

ニ
ニ
九

`
‘
、
.
、
.
、
、
。
、
畜
ヽ
。
、

今
若
し
吾
人
が
標
準
偏
差
即
ち
平
均
に
釘
す
る
椋
準
誤
差

(la
s
t
a
n
d
a
r
d
'
d
な
iation,
c
、est,5,d
百
l、ecart



息
ふ
。

せ
ろ
場
合
が
正
し
く
、

な
く
、

ボ
ー
ズ
の
総
巷
理
論

の
愛
勁
を
見
る
。

第

三

巻

後
者
は
、
前
者
よ
り
も
重
々
し
く
、
動
揺
が
少
な
い
や
う
た
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
昂
腕
に
於
て
も
ま
た
そ
の
低

落
に
於
け
る
と
全
く
阿
様
に
、
稔
替
に
追
助
す
る
こ
と
が
困
難
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
而
し
て
往
々
に
し
て
箆
替

仙
線
が
急
激
な
る
下
落
を
示
せ
し
場
合
に
、
平
債
曲
線
は
逝
か
に
弱
い
強
度
を
持
ち
、
箆
替
曲
線
の
愛
勁
に
遅
れ

て
追
諸
す
る
の
は
正
し
く
こ
の
平
憤
の
動
揺
の
少
な
る
に
原
因
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
恩
は
れ
る
。
然
し
此

の
印
象
は
、
吾
人
が
筵
集
し
た
一
肝
正
確
た
る
事
質
の
支
援
の
下
に
留
保
さ
れ
得
る
も
の
と
思
ふ
。

カ
ッ
セ
ル
は
前
述
の
著
書
に
於
て
、
或
ろ
事
術
の
下
に
於
て
は
、
何
等
睛
買
力
平
憤
説
の
憤
値
を
損
す
る
こ
と

平
憤
説
の
行
は
れ
ざ
ろ
場
合
の
あ
る
こ
人
わ
豫
見
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
吾
人
は
、
豫
め
吾
人
が
考
察

カ
ッ
セ
ル
氏
の
豫
見
せ
る
が
如
き
購
買
力
平
債
説
が
行
は
れ
士
る
場
合
の
仮
定
を
貨
現

せ
ざ
る
や
否
や
を
反
省
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
彼
の
學
誅
の
JE
鴬
性
を
充
分
に
評
債
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

]
九
一
四
年
以
米
の
貨
幣
及
び
熔
替
に
闘
す
る
著
述
の
策
十
一
章
に
於
て
、

、
、
`

の
乖
離
』

畜
ヽ
、
、
、
~
ヽ

カ
ッ
セ
ル
は
『
賄
買
力
千
憤
が
ら

(‘̀
les 
farts 
d
e
s
 p
a
r
i
t
e
s
 
d
u
 p
o
u
v
o
i
r
 
d
、a
c
h
a
t
.
)

を
研
窄
九
し
て
あ
る
。
彼
は
こ
の
乖
離
に
二
種
の

軍
大
な
る
原
因
を
認
め
て
ゐ
る
。
先
づ
第
一
に
は
、
貿
易
に
加
へ
ら
れ
た
る
障
害
よ
り
成
る
永
綾
的
乖
離
の
原
因

四
四
六

第

二

琥

-＝-―-
0
 



た
期
間
は
、

ド
ル
の
相
場
は
逝
か
に
菩
平
憤
以
下
に
下
落
し
、

四
四
七

第

二

聾

一
九
一
七
年
十
i

月
の
平
均
一
ヶ
月
の
相
場
は

(
u
n
e
 c
a
u
s
e
 d
、ecart
p
e
r
m
a
n
e
n
t
)

で
あ
る
。
即
ち
カ
ッ
セ
ル
は
日
く
『
若
し
ニ
ケ
國
間
の
貿
易
の
一
方
が
他

方
よ
り
以
上
に
妨
害
せ
ら
る
＼
な
ら
ば
、
輸
出
が
比
較
的
妨
害
さ
れ
る
國
の
貨
幣
は
他
の
國
に
於
て
購
買
力
の
平

憤
以
下
に
下
落
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
、
人
が
外
國
人
よ
り
獲
得
し
得
る
商
品
の
憤
値
を
表
現
す
る
霞
替

相
場
に
賜
す
る
我
々
の
一
般
的
學
説
の
箪
純
な
る
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
若
し
人
為
的
方
法
に
依
つ
て
こ
の
商
品
の

獲
得
が
こ
吋
困
難
と
な
る
と
き
は
、
外
國
為
替
の
現
質
の
憤
値
は
下
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
賓
際
酋
替
の
相
場

に
於
け
る
か
し
る
異
常
た
乖
離
の
例
は
多
く
存
す
る
。
か
く
の
如
く
、
通
貨
の
膨
脹
は
勿
論
瑞
典
に
於
け
る
よ
り

も
、
亜
米
利
加
に
於
て
あ
ま
り
際
立
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
而
し
て
ド
ル
は
瑞
典
の
ク
ロ
ー
ネ
よ
り
も
高
き
購
買
力

を
維
持
し
た

3

従
っ
て
、
購
買
力
平
債
は
一
ド
ル
に
就
い
て
一―-•
七
一
ニク
ロ
ー
ネ
の
昔
時
の
平
債
以
上
に
上
昇
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
乍
併
、
戦
時
の
最
も
巌
格
な
る
干
渉
が
、
瑞
典
に
於
て
亜
米
利
加
品
の
輸
入
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ

•
五
五
ク
ロ
ー
ネ
に
低
下
し
た
。
干
渉
が
除
去
せ
ら
る
＼
や
間
も
な
く
、
ド
ル
の
為
替
は
購
買
力
平
債
に
相
應
す
る

相
場
迄
高
ま
っ
た
の
。
』
と
。
か
く
の
如
く
、
カ
ッ
セ
ル
に
従
へ
ば
、

A
及
び
B
の
二
國
が
経
齊
的
闘
係
に
置
か
れ

例
へ
ば
A
に
於
て
輸
出
の
制
限
を
設
く
る
と
き
は
、

B
の
貨
幣
は
A
に
於
て
は
購
買
力
平
債
に
劣
る
相
場
に
下
落

す
る
。
而
し
て
賢
明
な
る
数
援
は
舘
に
引
用
せ
る
例
に
於
て
、
自
己
の
主
張
が
賓
證
さ
れ
て
居
る
こ
と
を
疲
見
し

ポ
ー
ズ
の
為
替
理
論

第

三

巻

： 
(7) Cassel, ibid. P. 149. 



に
依
れ
ば
、
戦
争
は
二
曲
線
の
永
綾
的
乖
離
の
唯
一
の
原
因
な
の
で
あ
る
。 第

一
デ
巻

>

、
へ、
、
、
。
、
盲
ヽ

若
し
吾
人
が
『
生
産
に
闘
す
る
調
済
』
中
に
（
國
際
努
働
局
の
統
計
）
設
定
さ
れ
た
る
瑞
典
の
曲
線
を
参
照
す
る

と
き
は
、
考
察
せ
ら
れ
た
る
時
期
の
夫
々
の
地
位
に
就
い
て
、
カ
ッ
セ
ル
が
提
出
せ
る
如
き
も
の
を
全
く
褻
見
し

得
な
い
で
あ
ら
う
。

勿
論
、
賄
買
力
平
債
は
戦
時
中
は
断
ヘ
ナ
ド
ル
の
相
場
以
上
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
。
乍
併
、
戦
年
後
輸
出
の
干

沙
、
少
く
と
も
輸
出
の
制
限
が
亜
米
利
加
に
於
て
魔
除
せ
ら
れ
、
而
か
も
輪
入
が
瑞
典
に
於
て
自
由
に
行
は
れ
得

る
に
至
り
た
る
と
き
、

も
起
ら
な
か
っ
た
、

か
く
の
如
く
、

と
を
姉
る
。

た。

カ
ッ
セ
ル
が
主
張
し
た
る
事
宜
に
反
し
て
二
曲
線
の
夫
々
の
地
位
は
、
全
く
何
等
の
愛
化

カ
ッ
セ
ル
そ
の
人
の
考
に
反
し
て
、

、
、
。

ー
少
く
と
も
そ
の
愛
化
は
全

<
i
時
的

(
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
)

で
あ
っ
た
。

ド
ル
の
曲
線
以
上
に
賄
買
力
平
債
を
維
持
す
る
永
絞
的
原

因
が
、
存
在
し
た
か
っ
た
に
も
拘
ら
す
、
吾
人
は
二
曲
線
の
夫
々
の
地
位
に
如
何
た
る
愛
化
も
現
れ
た
か
っ
た
こ

戦
時
中
の
二
曲
線
の
乖
離
が
、

示

9
ズ
の
位
替
理
論

カ
ッ
セ
ル
の
説
に
依
つ
て
説
明
さ
れ
得
る
と
仮
定
し
て
も
、
戦
後
を
通
じ
て
此

の
乖
離
が
維
持
せ
ら
る
し
こ
と
は
、

カ
ッ
セ
ル
の
説
に
よ
っ
て
は
説
明
し
得
た
い
で
あ
ら
う
。
而
か
も
カ
ッ
セ
ル

四
四
八

第

二

撃



す
る
か
を
見
る
で
あ
ら
う
。

離
の
み
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

と
き
、
そ
れ
は
一
時
的
乖
離
で
な
い
と
考
ふ
る
の
が
正
し
い
。

勿
論
一
時
的
と
水
綾
的

(le
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 et 
le 
p
r
o
v
i
s
o
 ire)

と
の
間
に
限
界
を
割
す
る
こ
と
は
甚
だ
ヂ
リ

ケ
ー
ト
た
こ
と
で
あ
る
。

第

一

ユ

巻

四

四

九

第

二

披

然
し
瑞
典
の
如
き
國
に
於
て
、
附
曲
線
の
乖
離
が
引
絞
き
九
年
間
も
糊
綬
し
、
佛
蘭
西
に
於
て
は
戦
後
だ
け
の

期
間
に
就
い
て
極
め
て
短
期
間
を
除
い
て
は
乖
離
が
一
定
で
あ
り
、
西
班
牙
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
の
を
見
る

従
つ
て
カ
ッ
セ
ル
が
我
々
に
典
へ
た
る
が
如
き
、
水
絞
的
乖
離
の
説
明
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
時
的
と

考
へ
る
に
は
餘
り
に
長
す
ぎ
る
乖
離
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
カ
ッ
セ
ル
の
此
の
説
明
は
そ
れ
を
明
か
に
す
る
脊
格
が

な
い
と
思
ふ
。

銀
行
の
兌
換
停
止
と
共
に
乖
離
が
生
じ
、
金
本
位
の
復
版
に
依
つ
て
初
め
て
乖
離
が
消
止
せ
る
瑞
典
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
こ
と
は
可
成
困
難
の
や
う
で
あ
る
と
は
言
へ
、
然
し
吾
人
の
考
察
せ
る
場
合
に
於
て
は
唯
一
時
的
乖

而
し
て
こ
の
一
時
的
の
も
の
が
長
き
に
失
し
な
い
か
否
か
は
暫
く
措
き
、
、

カ
ッ
セ
ル
が
如
何
に
こ
れ
を
誅
明

カ
ツ
七
ル
に
従
へ
ば
、
一
時
的
乖
離
の
根
本
的
原
因
(
l
a
c
a
u
s
e
 
essentielle 
d
e
 c
e
s
 
ecarts 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
s
)
 

ボ
ー
ズ
の
伐
替
理
論



(
u
n
 a
n
)

の
制
限
を
典
へ
た
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。

ボ
ー
ズ
の
伐
替
理
論

、
、
、

貨
幣
情
値
の
下
落
は
展
々
此
の
貨
幣
の
封
内
的
賄
買
力
の
下
落
の
豫
想
的
豫
見
(
u
n
e
p
r
e
v
i
s
i
o
n
 
anticip::e) 

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。

通
貨
膨
脹
の
進
行
は
、
貨
幣
債
値
の
繍
練
的
下
落
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
を
知
る
。

然
ら
ば
此
の
貨
幣
の
國
際
的
偕
値
は
、
云
は
ゞ
此
等
の
将
来
の
事
情
に
封
す
る
豫
測
に
よ
っ
て
低
下
す
る
著
し

き
傾
向
を
有
す
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
は
寧
ろ
貨
幣
が
敷
ヶ
月
、
或
は
一
年
後
に
有
す
る
で
あ
ら
う
射
内
的

憤
値
の
表
現
で
あ
る
9

ヽ

序
に
、
カ
ッ
セ
ル
が
二
時
的

(
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
)

に
就
い
て
敷
ヶ
月

れ
以
上
の
乖
離
で
あ
る
。

る。 は、

(`̀
q
u
e
l
q
u
e
s
 r
p
.
o
i
s
)
 

。、

考
寮
さ
れ
る
國
の
貨
幣
債
値
の
髪
動
に
闘
す
る
外
國
人
の
豫
想
（
先
走
り
）

第

三

巻

然
る
に
吾
人
が
説
明
す
可
き
は
、
数
ヶ
月
若
く
は
一
ケ
年
の
乖
離
で
は
な
く
し
て
、
時
と
し
て
三
ケ
年
或
は
そ

乍
併
、
吾
人
は
此
の
注
意
に
止
ま
る
こ
と
を
や
め
て
、
カ
ッ
セ
ル
が
典
へ
た
る
説
明
自
憫
を
討
究
す
る
で
あ
ち
う
。

高
々

(
u
n
e
 anti 1pation)

で
あ

四
五

0

第

二

競

一
ケ
年

二
―
―
工
四



示
ー
ズ
の
鯰
替
理
論

有
名
な
る
言
葉
に
従
へ
ば
此
は
他
の
物
語
で
あ
る
。

だ
が
果
し
て
賄
買
力
平
債
説
と
一
致
す
る
で
あ
ら
う
か
。

カ
ッ
セ
ル
に
従
へ
ば
ド
ル
は
そ
の
上
昇
に
於
て
賠
買
力
平
債
に
先
ん
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
國
の
財
政
朕
態
が
、
質
際
に
そ
の
國
の
貨
幣
の
債
値
の
新
た
な
る
下
落
が
豫
想
せ
ら
る
べ
き
朕
態
に
在
る
と

き
は
、
外
関
の
投
機
業
者
は
此
の
下
落
を
直
ち
に
宜
現
せ
し
む
る
傾
向
を
持
つ
9

そ
の
結
果
貸
替
の
相
場
は
購
買

力
平
憤
以
上
に
昇
る
傾
向
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

睛
買
力
千
債
の
一
時
的
乖
離
に
つ
い
て
の
こ
の
説
明
は
、
水
綾
的
乖
離
に
典
へ
ら
れ
た
る
説
明
よ
り
は
、
よ
り

澤
足
た
も
の

L
や
う
に
思
は
れ
る
。

若
し
佛
蘭
西
。
伊
太
利
、
西
班
牙
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
獨
逸
等
に
於
て
、
ド
ル
が
一
時
的
に
購
買
力
平
憤
以
上
に
留

ま
る
と
言
び
得
る
た
ら
ば
、
そ
の
珂
由
は
投
機

(la
s
p
e
c
u
l
a
t
i
o
n
)

が
此
等
の
諸
國
の
不
良
な
る
財
政
欣
熊
を
看

取
し
て
こ
れ
ヤ
伯
用
す
る
こ
と
た
く
、
そ
の
國
の
貨
幣
に
就
い
て
賓
崩
を
た
し
た
と
云
ふ
事
質
の
う
ち
に
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
反
之
、
瑞
典
及
び
英
固
に
於
て
は
、
ド
ル
は
購
買
jJ
平
債
以
下
に
留
ま
つ
て
ゐ
る
J

蓋
し
國
際

的
投
機
は
此
等
の
國
の
良
好
な
る
財
政
朕
態
に
信
用
を
置
き
、
そ
の
貨
幣
を
買
煽
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

従
つ
て
、
此
の
説
明
は
事
質
と
一
致
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

第

三

巻

四

五

第

二

輩

ニ
―
二
五

(
S
e
l
o
n
 
le 
m
o
t
 f
a
m
e
u
x
,
 
ceci 
est 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 



何
虞
か
ら
し
て
か
し
る
敏
感
性
を
投
機
業
行
は
受
得
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。

甚
ー
ズ
の
低
替
理
論

histoire)
而
し
て
吾
人
の
考
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
此
の
問
題
に
就
い
て
は
、
明
か
に
否
定
的
に
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
。

蓋
し
此
の
説
明
は
、
若
し
こ
れ
を
一
應
精
細
に
考
察
す
る
た
ら
ば
、
購
買
力
平
憤
は
質
際
の
腐
替
相
場
の
函
数

(
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 c
o
u
r
s
 reels 
d
u
 c
h
a
n
g
e
)

た
り
得
る
こ
と
を
是
認
す
る
。

勿
論
カ
ッ
セ
ル
は
、
例
へ
げ
投
機
業
者
は
彼
等
が
法
の
封
内
的
賭
買
力
が
低
下
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
こ
と
を

橡
見
し
た
か
ら
法
の
賣
崩
若
く
は
馬
克
の
賓
崩
を
し
た
と
云
ふ
事
に
可
成
注
意
を
彿
つ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
断
へ
す

、
、
、
奮

外
國
貨
幣
の
相
場
を
制
約
す
る
も
の
は
ー
最
終
原
因

(
c
o
m
m
e
c
a
u
s
e
 
d
e
r
n
i
e
r
c
)
と
し
て
1

購
買
力
平
債

で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
稔
枯
相
場
の
規
制
者
(le
r
e
g
u
l
a
t
e
u
r
 
d
e
s
 c
o
u
r
s
 
d
u
 c
h
a
n
g
e
)
は
現
在
の
賠
買
力
の

平
憤
で
は
な
く
し
て
、
将
来
の
賭
買
力
平
債

(la
parite 
d
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
d
、e
c
h
a
t
f
u
t
u
r
e
)

で
あ
る
。
そ
れ
に

も
拘
ら
す
、
此
の
譲
歩
が
全
然
口
上
的

(
v
e
r
b
a
l
e
)

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
看
取
す
る
で
あ
ら
う
。

稔
替
の
現
在
標
準
は
、
睛
買
り
の
将
来
の
平
債
に
應
じ
て
決
定
す
る
と
言
ふ
。

先
づ
第
一
に
、
賭
買
力
の
賄
来
の
平
憤
の
投
機
業
者
に
依
る
こ
の
正
確
た
る
認
識
が
如
何
に
奇
怪
に
見
ゆ
る
か

を
注
意
せ
よ
。

且
つ
又
賄
買
力
の
現
貨
の
平
債
が
腐
替
の
現
質
の
相
場
に
封
し
有
す
る
吸
引
力
の
如
何
に
も
源
弱
に
見
へ
る
こ

第

三

巻

四

五

第

二

疵

e

q
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r
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姦
ー
ズ
の
伐
替
理
論

第

一一一

巻

四

丘

第

二

紬

二
三
七

投
機
業
者
が
現
質
の
平
憤
と
は
異
っ
た
将
来
の
平
憤
を
認
識
す
る
だ
け
で
、
賊
買
力
の
現
質
の
千
債
と
霞
枠
の

現
賓
の
水
準
と
を
乖
離
す
る
に
足
る
と
す
る
た
ら
ば
、
此
こ
と
か
ら
し
て
肱
買
力
平
伯
が
箪
に
恨
定
で
あ
る
と
き

の
方
が
、
事
質
の
典
件
で
あ
る
時
よ
り
も
、
伐
替
に
影
饗
を
及
ぼ
す
こ
と
が
大
な
り
と
推
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

ま
た
購
買
力
平
伯
と
謡
替
と
の
間
の
乖
離
を
か
く
認
む
る
時
に
は
、
熔
替
の
現
貨
の
水
準
が
落
付
く
の
は
将
米

そ
れ
故
に
、
此
の
回
答
が
何
等
か
の
憤
値
を
有
す
る
が
稔
に
は
、
将
来
の
平
憤
の
何
た
る
か
叉
如
何
に
そ
れ
が

然
る
に
吾
人
が
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
外
國
鯰
替
の
相
場
が
落
付
く
所
の
購
買
力
の
将
来
の
平
債
は
、
＊
部

分
は
厄
替
の
現
質
の
水
準
に
依
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
へ
得
る
十
分
な
る
理
由
が
あ
る
。
且
つ
叉
此
の
偏
念
は
最

近
の
貨
幣
に
闊
す
る
若
干
の
事
賞
に
就
い
て
吾
人
が
認
め
た
る
も
の
に
依
り
て

t
確
醗
さ
れ
得
る
。

一
九
二
三
年
に
於
け
る
獨
逸
の
如
き
、
若
干
の
同
に
於
て
債
格
の
水
準
が
鯰
替
の
椋
準
に
依
つ
て
規
制
さ
れ
た

決
定
さ
れ
る
か
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

の
購
買
力
平
債
の
上
で
あ
る
と
常
に
主
張
し
得
る
こ
と
と
な
る
。

こ
と
4
な
り
、
甚
だ
奇
怪
な
る
結
論
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
よ
。



た
い
。

事
は
あ
ま
ね
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
3

而
し
て
此
の
極
端
た
る
例
を
援
用
し
た
く
と
も
、
除
理
を
一
貫
す
る

と
き
は
、
賄
買
力
の
照
来
の
平
債
は
大
腔
に
於
て
外
国
の
為
替
の
現
質
の
水
準
に
依
存
す
る
と
の
主
張
に
導
く
。

(la 
s
e
u
l
e
 
l
o
g
i
q
u
e
 
n
o
u
s
 c
o
n
d
u
i
t
 a
 a
f
f
i
r
m
e
r
 q
u
e
 cette 
parite 
f
u
t
u
r
e
 d
e
s
 p
o
u
v
o
i
r
s
 
d
、a
c
h
a
t
d
e
p
e
n
d
 

e
n
 g
r
a
n
d
e
 partie 
d
u
 n
i
v
e
a
u
 actuel 
d
e
s
 cha~ges 

e
t
r
a
n
g
e
r
s
)
。

外
國
腟
替
の
腕
貴
は
輸
入
品
の
債
格
を
釣
上
げ
、
債
格
の
一
般
的
水
準
を
腑
費
せ
し
め
、
筏
替
の
現
賓
の
水
準
が
落

付
く
で
あ
ら
う
購
頁
力
の
豚
来
の
平
債
は
、
そ
れ
自
身
謡
替
の
現
質
の
水
準
に
依
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
い
繹
に

要
す
る
に
、

カ
ッ
セ
ル
が
購
買
力
平
債
説
に
於
け
る
永
絞
的
乖
離
に
於
け
る
と
同
様
、

我
々
が
既
に
考
察
せ
し
が
如
く
、
永
績
的
乖
離
に
就
て
の
カ
ッ
セ
ル
の
説
明
は
、
甫
質
を
明
か
に
す
る
に
足
ら

一
時
的
乖
離
の
説
明
に
就
い
て
は
、
購
買
力
平
債
詭
そ
の
も
の
さ
本
質
に
反
す
る
原
則
を
認
め
て
ゐ
る
や
う
に

息
は
れ
る
。

此
の
原
則
に
従
へ
ば
、
酋
替
の
髪
勁
は
賭
買
力
平
憤
の
髪
勁
の
原
囚
た
る
こ
と
を
得
る
。

も
成
功
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
誤
で
は
な
か
ら
う
。

は
行
か
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

ポ
ー
ズ
の
総
替
理
論

一
時
的
乖
離
の
説
明
に

第

三

巻
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う
9
つ
て
、

ボ
’
＊
ス
の
総
替
理
論

て
ゐ
る
。

差
支
な
い
と
思
ふ。

購
買
力
平
債
説
の
歴
史
的
起
源

従
つ
て
カ
ッ
セ
ル
は
不
規
則
な
危
枠
市
場
よ
り
正
常
偕
格
を
取
出
さ
ん
と
す
る
計
蓋
に
失
敗
し
た
と
結
諭
し
て

吾
人
は
彼

の
學
説
が
事
質
に
背
反
し
且
つ
彼
が
為
替
相
場
焚
動
の
原
因
と
考
へ
て

ゐ
る
水
の
は
、
賓
は
そ
の
結

果
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

四
五
五

第

二

輩

m
-＿九

か
＼
る
誤
謬
は
何
炭
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
こ
そ
吾
人
が
今
腔
に
研
究
せ
ん
と
す
る
所
の
も
の
で
あ

か
ヽ

る
研
究
は
賭
買
力
平
倍
説
の
起
源
を
豫
め
研
究
す
る
こ
と
に
依
つ
て
容
易
に
た
さ
れ
得
る
で
あ
ら

u―-
〕

此
の
起
源
を
疲
見
す
る
館
に
は
、

リ
カ
ル
ド
迄
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ケ
ー
ン
ズ
は
そ
の
著
『
貨
幣
改
革
』

に
於
て
『
カ

ッ
セ
ル
の
學
説
は
名
梱
は
新
奇
た
れ
ど
も
、

金
地
金
の
腕
毀
に
闘
す
る
。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
於
て
、

そ
の
質
質
は
リ
カ
ル
ド
の
提
唱
に
か
＼
る
。
』
8

と
害
い

リ
カ
ル
ド
は
金
輪
入
政
策
の
賞
讃
に
熱
中
せ
る
供
煎
商
、王

義
の
迷
夢
を
打
破
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
、
到
る
虚
に
於
て
國
民
的
衰
本
と
流
通
せ
る
貨
幣
の
憩
額
と
の
間
に
は

第

三

巻

(8) J. M. keynes, A Tract on Monetary Reform, 1923 p.87. 



討
外
的
下
落
は
専
ら
対
内
的
下
落
の
測
度
で
あ
る
。

外
國
貨
幣
の
騰
貨
と
物
債
の
騰
買
と
は
、
詞
一
現
象
の
雨
面
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
此
の
國
の
内
部
に
於
け
る
物
債
の
膀
貴
で
あ
る
。

屯
ー
・
ス
の
為
替
理
論

一
定
の
比
率
が
存
す
る
が
如
く
に
、

第

二

抽

正
貨
は
異
れ
る
國
々
に
自
然
的
に
陀
分
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
屯
張
し
た
。
諧

國
間
の
こ
の
通
貨
の
分
布
は
、
物
憤
と
校
替
と
の
機
楊
に
依
つ
て
行
は
れ
る
。
若
し
或
國
に
於
て
通
貨
の
線
錆
が

國
民
的
資
本
に
対
し
て
存
す
べ
か
り
し
よ
り
も
よ
り
多
き
と
き
は
、
物
憤
は
腕
責
す
る
で
あ
ら
う
。
換
言
す
れ
ば
、

金
の
債
格
は
低
落
し
て
金
は
輸
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

而
し
て
我
々
は
輸
出
が

一
肝
布
利
な
る
商
品
を
有
し
て
ゐ
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
以
外
に
は
、
何
も
美
や
ま
し
く

は
恩
は
な
い
で
あ
ら
う
。
正
貨
が
流
出
す
る
の
は
そ
れ
が
下
落
し
た
か
ら
で
あ
る
。
正
貨
か
移
多
に
存
し
た
が
偽

そ
れ
故
に
過
度
に
増
加
せ
る
正
金
の
流
出
は
之
を
放
任
せ
よ
。
而
し
て
正
金
の
線
紐
と
、
國
民
的
衰
本
と
の
間

の
比
が
、
外
國
に
於
け
る
と
同
様
に
た
る
と
き
｀

正
貨
は
蚊
早
流
出
し
な
い
で
あ
ら
う
。

外
國
貨
幣
の
評
憤
及
び
此
の
國
の
金
の
流
出
と
基
礎
的
現
象
は
、
此
の
固
の
内
部
に
於
け
る
貨
幣
債
値
の
下
落
、

(
L
a
 d
{
p
r
,
c
i
a
t
i
o
n
 
e
x
t
e
r
i
e
u
r
e
 
est 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 la 

に
そ
れ
が
下
落
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
金
の
輸
出
は
そ
の
憤
格
の
低
下
よ
り
生
す
る
。
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而
し
て
リ
カ
ル
ド
は
こ
れ
を
證
明
す
る
ぢ
に
ゼ
ー
ム
ス
、

『
若
し
人
が
英
國
全
土
に
一
且
り
て
標
準
の
長
さ
に
均
等
に
比
例
し
て
こ
れ
を
増
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ー
ト

ル
の
尺
度
を
髪
化
す
る
た
ら
ば
、

こ
の
く
ひ
ち
が
び
を
疲
見
す
る
日
取
良
の
方
法
は
、

れ
か
、
或
は
髪
化
を
受
け
ざ
る
他
の
凡
て
の
國
の
尺
度
と
較
べ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
同
様
に
英
國
の
箪
位
た
る
傍

に
何
等
か
の
く
ひ
ち
が
ひ
を
彼
見
し
、
而
か
も
事
件
の
複
雑
な
る
こ
と
が
此
の
礎
化
を
計
尊
す
る
こ
と
を
困
難
な

貨
幣
と
何
等
の
斐
化
を
も
受
け
ざ
る
國
の
貨
幣
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
岱
替
は
確
質
な
る
方
法
に
て
此
の

結
果
に
導
く
で
あ
ら
ら
。
』
と
。

こ
の
観
念
は
リ
カ
ル
ド
説
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、

四
五
七

同
時
に
そ
れ
は
ま
た
購
買
力
説
の
基
礎
で
も
あ

而
し
て
リ
カ
ル
ド
に
取
っ
て
、
野
内
的
下
落
は
正
貨
た
る
金
或
は
銀
の
過
剰
に
依
つ
て
條
件
付
け
ら
れ
る
と
同

釆
ー
ズ
の
総
替
理
論

為
替
は
夫
れ
故
に
、
貨
幣
憤
値
の
野
内
的
下
落
の
澗
度
で
あ
る
。

第

三

巻

第

二

観

ニ四一

ら
し
む
る
と
き
は
、
そ
れ
に
到
逹
す
る
最
上
の
手
段
は
、

一
膀
の
以
前
の
債
値
と
そ
の
現
質
の
債
値
と
を
、
そ
の

き
章
句
を
引
用
し
て
ゐ
る
。

こ
の
新
尺
度
を
。
ハ
リ
ー
の
そ

ス
チ
ュ
ア
ー
ト

(
S
i
r
J
a
m
e
s
 S
t
e
w
a
r
t
)

の
次
の
如



そ
の
章
句
は
引
用
す
る
債
値
が
あ
る
。

d
e
 R
i
c
a
r
d
o
)

で
あ
る
。

様
に
、

病
ー
ズ
の
鯰
替
理
論

第

三

巻

カ
ッ
セ
ル
に
取
り
て
は
、
此
の
下
落
は
通
貨
膨
孤
に
依
つ
て
條
件
付
け
ら
れ
る
。

ニ
四
二

そ
の
結
果
、
通
貨
膨
脹
下
に
あ
る
貨
幣
を
持
つ
二
國
間
に
は
、
箆
替
は
通
貨
膨
脹
の
夫
々
の
係
数
に
應
じ
て
決

カ
ッ
セ
ル
の
訊
は
説
は
リ
カ
ル
ド
學
説
の
直
系
(le
t
h
e
0
r
i
e
 
• 
d
e
 
M. C
a
s
s
e
l
 d
e
r
i
v
e
 
e
n
 droite 
ligne 
d
e
 celle 

乍
併
、
カ
ッ
セ
ル
は
購
買
力
平
憤
詮
と
リ
カ
ル
ド
説
と
の
共
通
貼
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
か
に
見
へ
る
3

そ
れ
は
即
ち
封
外
的
下
落
は
釘
内
的
下
落
か
ら
生
す
る
と
主
張
す
る
黙
で
あ
る
。

賢
明
な
る
数
授
は
、

の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
以
来
の
貨
幣
及
び
為
替
に
闘
す
る
著
述
に
於
て
『
ケ
ー
ン
ズ
は
貨
幣
の
國
際

的
憤
値
が
討
内
的
通
貨
膨
販
の
結
果
減
少
す
る
と
き
は
、
國
内
に
於
い
て
外
同
貨
幣
の
購
買
力
を
増
加
し
、
従
っ

て
輸
入
の
培
加
を
招
来
し
（
或
は
逆
に
輸
出
の
減
少
を
米
し
）
て
支
挑
の
均
衡
を
破
拭
し
、

の
債
格
の
増
加
に
寄
典
す
る
は
此
の
辿
貨
の
膨
脹
で
あ
る
と
宣
言
す
る
が
、

到
内
的
賭
買
力
の
培
加
は
、

そ
れ
に
封
應
す
る
一
國
の
貨
幣
の
國
際
的
債
値
が
ま
だ
下
落
し
た
い
間
だ
け
し
か

定
す
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
庫
説
の
類
似
は
完
全
で
あ
る
J ［ 

四
五
八

か
く
し
て
外
國
貨
幣

か
し
る
見
解
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も

第
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我
々
が
阿
想
し
た
許
り
の
最
後
の
論
文
に
依
つ
て
、
稔
替
市
場
に
は
日
々
に
完
全
な
る
均
衡
が
樹
立
せ
ら
る

L

を
要
す
る
。
然
し
此
の
事
は
永
絞
的
通
貨
膨
脹
が
貨
幣
の
同
際
的
憤
値
の
概
績
的
下
落
を
生
す
る
こ
と
を
妨
ぐ
る

も
の
で
は
な
い
。

而
し
て
餞
替
の
賣
買
が
偏
傾
的
に
な
る
こ
と
に
闘
す
る
論
及
の
可
能
性
は
除
外
し
て
、
我
々
は
凡
て
の
現
在
の

研
究
が
依
つ
て
生
じ
来
れ
る
問
題
の
中
心
貼
を
考
察
す
る
の
餘
儀
た
き
に
至
る
。
即
ち
貨
幣
の
國
際
的
債
値
は
全

く
そ
の
品
質
即
ち
そ
の
封
内
的
購
買
力
に
依
つ
て
決
定
せ
ら
る
卜
か
を
考
察
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
』
と
。

此
の
章
句
は
、
寅
は
甚
だ
不
明
瞭
で
あ
っ
て
、

ボ
ー
ズ
の
為
替
理
論

ら
な
い
。

四

五

九

第

二

撃

増
加
し
な
い
所
の
購
買
力
を
表
は
す
。

ケ
ー
ン
ズ
の
主
張
は
、
貨
幣
慣
値
の
封
内
的
下
落
は
封
外
的
下
落
に
先
ん
中
る
と
い
ふ
仮
定
に
基
く
の
で
あ
る

が
、
経
瞼
は
類
似
の
意
見
に
極
め
て
平
凡
な
る
論
棟
を
供
し
た
が
、
少
く
と
も
反
野
の
こ
と
が
阿
様
に
屈
々
生
す

る
や
う
に
恩
は
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
我
々
の
為
替
學
説
は
、
両
者
の
場
合
に
於
て
同
様
に
相
場
の
愛
動
を
説
明

し
た
と
宜
言
し
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
同
i
的
憤
値
が
貨
幣
の
野
内
的
債
値
の
く
び
ち
が
い
に
密
接
に
追
諮
す

る
と
き
に
然
り
で
あ
る
。
特
に
特
殊
な
障
害
の
要
素
が
そ
の
間
に
介
在
し
な
い
限
り
必
す
さ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な

カ
ッ
セ
ル
が
そ
こ
で
貨
幣
の
野
外
的
下
落
に
就
い
て
そ
の
野
内

第

三

巻
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は
そ
の
対
内
的
下
落
で
あ
る
と
言
ふ
主
張
を
斥
け
る
こ
と
は
出
来
た
い
。

ボ
ー
ズ
の
代
替
理
論

的
下
落
の
先
行
の
必
要
を
認
め
た
も
の
か
、
或
は
封
内
的
下
落
は
野
外
的
下
落
に
依
つ
て
條
件
付
け
ら
れ
て
ゐ
る

勿
論
、

カ
ッ
セ
ル
は
判
外
的
下
落
、
換
言
す
れ
ば
外
國
店
替
の
騰
毀
は
、
封
内
的
下
落
即
ち
物
債
の
到
内
的
水

準
の
上
膀
に
先
立
ち
得
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
の
は
我
々
の
考
察
し
た
虚
で
あ
る
。

然
し
、
そ
れ
は
貨
幣
数
錆
説
と
附
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
時
的
乖
離
の
説
明
に
就
い
て
の
カ
ッ
セ
ル
の
提
案
は
、

る
や
う
な
乖
離
に
も
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
讃
明
し
た
。

第
一
二
巻

こ
の
事
質
に
依
つ
て
我
々
は
次
の
如
き
結
論
に
到
迂
す
る
。
即
ち
長
期
間
に
就
い
て
も
亦
鯰
替
は
睛
買
力
平
債

を
條
件
付
け
得
た
と
。

此
の
名
題
は
カ
ッ
セ
ル
の
説
と
全
く
正
反
野
で
あ
る
。
カ
ッ
セ
ル
は
貨
幣
の
野
外
的
下
落
を
條
件
付
け
る
も
の

蓋
し
、
も
し
さ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
彼
の
學
説
に
就
い
て
何
が
残
る
で
あ
ら
う
か
。

睛
買
力
平
債
説
は
質
際
に
不
則
規
的
霞
替
市
場
に
於
け
る
正
常
債
格

(le
p
1
i
x
 
normal・ 
s
u
r
 la 
m
a
r
c
h
e
 d
e
 

（
掘
調
子
の
銹
枯
市
場
に
於
け
る

IE
常
俯
格
）
は
釘
内
的
下
落
の
下
に
固
定
す
る
と
主
弘

且
つ
又
、

と
云
ふ
主
張
に
贅
成
し
て
ゐ
る
の
か
、

正
確
に
知
る
事
が
出
来
な
い
。

一
時
的
と
宜
言
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ

四
六
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を
構
成
し
、
従
っ
て
輸
出
に
奨
励
金
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

四
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そ
れ
故
に
購
買
力
平
憤
説
に
箪
純
た
る
理
論
的
債
値

(
u
n
e
v
a
l
e
u
r
 
s
i
m
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l
e
m
e
n
t
 
s
p
e
c
u
l
a
t
i
v
e
)

を
典
ふ
る

が
腐
に
は
、
彼
に
従
へ
ば
貨
幣
の
封
内
的
下
落
は
そ
の
訂
外
的
下
落
を
條
件
付
け
、
且
つ
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
を

然
し
此
の
學
説
の
債
仙
は
純
理
諭
的
の
も
の
に
過
ぎ
た
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
賓
際
に
こ
の
學
説
が
事
賓
と
一
致

し
な
い
こ
と
は
既
に
證
明
し
た
通
り
で
あ
る
。

此
の
學
説
に
厳
密
さ
を
保
持
せ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
現
質
の
事
象
を
説
明
し
得
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
を
事
質
と

一
致
せ
し
め
ん
と
す
れ
げ
學
説
を
破
坂
し
、
二
者
の
内
執
れ
か
そ
の
一
っ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

賄
買
力
平
債
諒
は
そ
の
弱
黙
を
そ
の
弗
説
が
生
れ
た
リ
カ
ル
ド
説
と
同
様
の
原
因
か
ら
誘
出
し
て
ゐ
る
。

全
く
カ
ッ
セ
ル
は
リ
カ
ル
ド
の
推
理
を
ま
ね
て
、
唯
金
本
位
制
度
に
紙
幣
本
位
制
度
を
置
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
。

金
本
位
制
度
の
下
に
於
て
、
箆
特
相
場
が
正
貨
流
出
黙
ま
で
下
落
す
る
と
き
、
必
然
的
に
ま
た
昂
膀
す
る
と
同

じ
様
に
（
そ
の
理
由
は
金
の
輸
出
は
物
憤
の
野
内
的
下
落
を
生
じ
、
従
つ
て
輸
出
の
増
加
を
惹
起
す
る
こ
と
に
あ

る
）
、
外
國
為
替
が
購
買
力
平
債
と
釣
合
を
失
う
な
ら
ば
そ
れ
は
永
績
し
得
な
い
。
蓋
し
、
こ
の
事
は
平
憤
以
下

ポ
ー
ズ
の
総
替
理
論

第

三

巻

認
め
る
こ
と
が
必
要
欠
ぐ
可
か
ら
ざ
る
も
の
＼
如
く
で
あ
る
。

し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。



が
抱
け
る
信
念
に
存
す
る
。

で
あ
る
。

p
r
i
m
u
m
m
o
v
e
n
s

が
あ
る
。

ボ
ー
ズ
の
為
替
理
論

然
し
こ
の
類
推
は
、
購
買
力
千
債
が
為
替
相
場
の
斐
動
自
骰
に
封
し
て
無
感
覺
た
、
且
つ
不
可
動
的
因
子
た
る

に
あ
ら
ざ
れ
ば
債
値
を
持
た
ぬ
。
・
換
言
す
れ
ば
、
貨
幣
の
封
内
的
下
落
が
封
外
的
下
落
に
依
つ
て
何
等
影
評
さ
れ

な
い
と
き
に
の
み
、
何
等
か
の
債
値
を
持
つ
で
あ
ら
う
が
、
然
し
そ
ん
た
事
の
な
い
の
は
明
が
で
あ
る
。

然
ら
ば
問
題
は
、
若
し
も
カ
ッ
セ
ル
が
貨
幣
の
封
内
的
下
落
に
及
ば
す
そ
の
封
外
的
下
落
の
影
齊
の
可
能
を
排

斥
す
る
な
ら
ば
、
此
の
封
内
的
下
落
の
愛
化
を
如
何
た
る
影
響
に
師
し
た
か
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
焚
化
は
固
内
に
流
通
し
つ
＼
あ
る
貨
幣
敷
麓
に
鉗
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
策
一
原
因

le

カ
ッ
セ
ル
が
賭
買
力
の
う
ち
に
外
國
為
替
の
水
準
の
原
因
を
褻
見
せ
し
は
、

正
し
く
そ
れ
を
信
じ
て
ゐ
た
か
ら

物
憤
の
水
準
を
決
定
す
る
も
の
は
唯
貨
幣
数
祉
で
あ
る
。
謡
替
を
決
定
す
る
も
の
は
物
債
の
水
準
で
あ
る
，

又

通
貨
膨
脹
下
に
あ
る
貨
幣
國
間
に
は
、
為
替
は
通
貨
膨
脹
の
夫
々
の
係
数
に
應
じ
て
(

a

leur coefficient 

respectif 
d
、inflation)
~
定
す
る
。
そ
れ
故
に
購
買
力
平
債
説
の
誤
謬
は
貨
幣
敷
祉
説
に
就
い
て
カ
ッ
セ
ル
氏

吾
人
が
筏
替
相
場
を
條
件
付
け
る
も
の
は
購
買
力
平
債
な
り
と
主
張
し
得
な
い
所
以
の
も
の
は
、
貨
幣
の
敷
箭

第

三

巻
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が
物
債
の
封
内
的
水
準
を
決
定
す
る
に
足
ら
す
、
且
つ
外
國
伐
特
相
場
が
此
の
野
内
的
債
格
に
影
惚
を
及
ぼ
す
か

ら
で
あ
る
。

(
f
a
c
t
e
u
r
s
 
q
 ualitatifs) 
~
―
で
れ
温
1
L嘩
心
ギJt
Cと
、
平
字
眼

す
る
と
き
、
恐
ら
く
彼
は
鷲
く
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
の
蒋
害
か
ら
既
に
引
用
し
た
章
匈
に
於
て
も
、
彼

、
、
、
、

は
『
一
國
の
貨
幣
の
國
際
的
債
値
は
、
先
づ
そ
の
品
質
に
依
つ
て
、

は
あ
る
が
、
そ
の
封
内
的
賭
買
力
に
依
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
』
の
と
古
い
て
ゐ
る
か
ら
。

乍
併
、
人
若
し
彼
に
取
っ
て
貨
幣
の
封
内
的
賭
買
力
は
、
貨
幣
の
数
"-t
に
の
み
依
存
す
る
と
考
ふ
る
な
ら
げ
、

、

、

、

、

、

、

"

ヽ

盲

‘

.

‘

此
の
貨
幣
の
数
猜
が
何
等
か
の
影
唸
を
典
ふ
る
と
思
は
る
＼
此
の
質
的
凶
子
は
要
す
る
に
専
ら
婿
的
囚
子
た
る
こ

と
を
悟
る
で
あ
ら
う
。

か
＼
る
貨
幣
は
—
ー
、
不
換
的
の
で
の
で
あ
っ
て
も
［
将
来
の
下
落
の
影
響
を
受
け
た
い
性
質
を
示
す
こ

と
と
に
な
り
、

か
＼
る
貨
幣
は
、
尚
こ
れ
を
狸
得
す
る
人
に
釘
し
て
苛
軍
な
る
祖
税
の
支
彿
を
免
れ
得
る
優
秀
な

る
手
段
を
桔
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

ポ
ー
ズ
の
伐
替
理
論

的
購
買
力
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。 、

、
、
、

理
論
の
構
想
に
於
て
カ
ッ
セ
ル
は
あ
ま
り
に
質
的
囚
子

第

三

巻

他
方
ー
~
カ
ッ
セ
ル
が
箆
せ
る
が
如
＜

l
|

ー
、
貨
棺
の
唯
一
の
品
質
は
そ
の
貨
幣
が
流
通
せ
る
國
の
釘
内

(
r
a
r
 s
a
,
q
u
a
l
i
t
~
)

或
は
結
局
詞
じ
こ
と
で

(9) Cassel, ibid p. 183 



oir 
liberatOire
、
、
)
を
附
加
し
や
う
。

吾
人
は
購
買
力
平
債
と
異
る
若
干
の
質
的
因
子
を
引
用
し
た
。

も
あ
り
、
ま
た
服
々
そ
れ
が
東
要
で
た
い
場
合
す
ら
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

更
に
負
伯
か
ら
免
れ
る
解
放
力

le 

ヽ
(
、
．

pouv ＇ 
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要
す
る
に
、
吾
人
が
若
し
カ
ッ
セ
ル
を
信
す
る
な
ら
ば
、
貨
幣
に
就
て
次
の
如
き
現
象
を
示
す
で
あ
ら
う
。
即

ち
貨
騰
の
賭
買
力
た
る
対
内
的
債
値
は
専
ら
そ
の
数
弛
に
依
存
す
る
で
あ
ら
う
。
他
力
そ
れ
は
貨
幣
の
唯
一
の

然
し
、

繰

返

し

て
言
ふ
が
、
そ
れ
自
身
数
枕
的
囚
子
の
上
に
の
み
打
建
て
ら
れ
た
る
此
の
品
質
に
應
じ
て
ゞ
あ

乍
併
祟
宜
が
此
の
主
張
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
我
々
の
紙
に
考
祭
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

貨
幣
の
國
際
的
債
値
は

(fixe
e
n
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
 

こ
の
品
質
は
7

名
の
購
買
力
の
み
に
存
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
か
に
認
む
る
學
設
が
正
し
い
や
う
に
思

こ
の
所
謂
品
質
的
因
子
即
ち
購
買
力
が
如
何
に
煎
要
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
他
の
多
く
の
因
子
を
語
伴
す
る
こ
と

貨
幣
は
そ
の
免
伯
力
の
店
め
に
、
換
―――-E
す
れ
ば
既
に
契
約
し
た
る
負
偵
か
ら
免
れ
る
謡
に
購
買
力
と
同
様
に
屈

は
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
畜
ヽ
ヽ
。
、
、
、

d
e
 
sa q
u
a
l
t
e
)
 r¥J
の
品
質
を
考
慮
し
之
決
定
さ
れ
る
。

る
と
。

の
は
、

品
質
を
梢
成
す
る
。
而
し
て
こ
の
貨
幣
が
市
場
に
於
て
求
め
ら
れ
、

ボ
ー
ズ
の
総
替
踵
論

且
つ
そ
の
國
際
的
債
値
が
確
立
さ
れ
る

四
六
四
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披
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四
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試
ー
ズ
の
鯰
秤
踵
論

々
追
求
さ
れ
る
。
加
之
、
賭
買
力
そ
の
も
の
は
行
幣
の
國
際
的
憤
値
に
は
無
感
覺
で
あ
る
場
合
が
屎
々
あ
る
こ
と

は
我
々
の
考
察
せ
し
所
で
あ
る
。
且
つ
そ
の
購
買
力
は
カ
ッ
セ
ル
が
認
め
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
の
貨
幣
の
敷
椛
に

の
み
依
仔
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

第
ミ
巻
四
」
ハ
ぷ
i
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貨
幣
の
國
際
的
憤
値
と
全
く
阿
様
に
、
貨
幣
の
刃
内
的
憤
値
は
質
的
要
索
に
依
在
す
る
。
而
し
て
そ
の
う
ち
対

外
的
債
値
は
正
し
く
最
も
軍
要
な
る
も
の
し
―
つ
で
あ
る
。

以
上
は
ポ
ー
ズ
の
腐
替
理
論
の
概
要
で
あ
る
が
、

の
共
に
誤
な
る
こ
と
を
賞
證
し
て
ゐ
る
黙
は
正
し
と
す
る
も
、

様
に
敗
龍
説
に
反
釘
し
、
物
憤
水
準
が
原
囚
に
し
て
鯰
替
相
場
は
結
児
な
り
と
す
る
カ
ッ
セ
ル
の
設
と
は
全
く
逆

に
、
伐
替
相
場
が
原
因
に
し
て
物
債
水
準
は
そ
の
結
果
た
り
と
主
板
す
る
の
は
果
し
て
正
鵠
を
得
て
ゐ
る
で
あ
ら

う
か
。
或
は
カ
ッ
セ
ル
も
ポ
ー
ズ
等
も
共
に
因
果
的
説
明
を
な
す
黙
に
於
て
は
同
し
く
謀
に
し
て
、
鐙
枠
相
場
も

債
格
で
あ
る
以
上
は
、
相
互
的
函
敷
的
説
明
の
み
許
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
ま
た
ポ
ー
ズ
は
質
的
嬰
素
を

強
調
す
る
と
は
い
へ
、

ポ
ー
ズ
が
カ
ッ
セ
ル
の
所
謂
一
時
的
乖
離
並
に
永
績
的
乖
離

ポ
ー
ズ
が
ア
フ
タ
リ
オ
ン
並
に
ノ
ガ
ロ
ー
等
と

M

ア
フ
タ
ク
オ
ン
の
精
緻
な
る
に
及
ば
中
、
時
の
要
索
に
賜
す
る
批
判
U
如
き
も
更
に
深
き

吟
味
を
要
す
る
も
の
と
思
ふ
。



箆
替
用
場
を
論
す
る
に
、
函
数
的
説
明
を
た
す
べ
き
か
腔
た
ま
た
因
果
的
説
明
を
試
む
べ
き
か
の
方
法
論
上

の
問
題
は
暫
ら
く
措
く
も
、
餞
替
相
場
の
理
論
に
時
の
要
素
を
閑
却
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
但
し

ベ
ッ
キ
オ
の
主
唱
す
る
が
如
く
、
債
格
は
只
賄
来
の
要
素
の
み
に
依
存
す
と
な
す
が
如
き
は
、
従
来
の
憤
格
理
論

が
過
去
現
在
の
要
素
の
み
に
執
浩
し
て
賄
来
の
要
素
を
行
過
せ
し
弊
を
矯
む
る
た
め
に
は
役
立
っ
た
ら
ん
も
、
極

端
た
り
と
の
誹
は
免
れ
鼎
い
。
債
格
は
賄
来
の
要
素
の
影
響
を
蒙
る
と
同
時
に
ま
た
過
去
の
影
響
を
も
受
け
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
邸
に
就
て
米
田
博
士
が
最
近
経
済
論
叢
の
数
巻
に
一
且
つ
て
、
評
憤
原
理
及
び
勢
力
原
理
の
他
に
、
更
に
第

三
原
理
と
し
て
模
倣
原
理
な
る
も
の
を
提
唱
さ
れ
、
評
憤
作
用
（
債
値
判
断
作
用
）
勢
力
作
用
（
強
制
作
用
）
の

他
に
板
倣
作
用
を
も
認
め
、

て
の
み
初
め
て
一
切
の
社
合
現
象
を
究
明
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
喝
破
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
確
か
に
債
格
論
上
に

]
大
光
明
を
投
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
吾
人
は
肘
の
方
面
を
深
く
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
為
替
相

場
は
勿
論
債
格
論
一
般
に
釘
し
て
一
暦
明
確
た
る
批
判
と
説
明
と
を
典
へ
得
る
も
の
と
想
ふ
。

峠
ー
ズ
の
侶
替
理
論

こ
の
三
者
の
何
れ
を
も
偏
重
す
る
こ
と
な
く
、
一
二
者
を
よ
く
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

第
一
二
巻
四
六
六

第

二

蹴

ュ
五

6




